
大規模研究開発評価 WG（第１回） 議事次第 

１. 日時

令和４年２月７日（月）１６：３０～１８：００

２. 会議の手法

オンライン形式

３．議題 

大規模研究開発評価に係る中間評価ヒアリング 

（１） 文部科学省

（２） 経済産業省
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「大規模研究開発評価ワーキンググループ」 

の設置について 

令和３年１２月２０日 

総合科学技術・イノベーション会議 

評価専門調査会決定 

１．趣旨 

 国家的に重要な研究開発の評価について、各省が実施した評価の

項目の設定や評価基準などの考え方と、「基本計画」や「大綱的指針」

との整合を図ることに注力した評価を行うため、評価専門調査会の下

に、「大規模研究開発評価ワーキンググループ（以下「WG」という）」を

設置する。 

２．検討事項 

 国家的に重要な研究開発に関する評価について、評価専門調査会

の調査検討に資する評価結果の原案策定 

３．構成員 

 WG は、評価専門調査会の委員から構成する。なお、調査検討に当

たっては、評価専門調査会会長が調査検討に必要と認めて選考した

外部の専門家・有識者等を臨時委員として招へいすることができる。こ

の場合、外部の専門家・有識者等の選考に関して、評価専門調査会

に属する総合科学技術・イノベーション会議の議員及び専門委員は会

長に意見を提出できることとする。 

４．座長 

１．WG には座長を置き、専門調査会長が指名する。 

２．座長は、WG の事務を掌理する。 

３．座長が WG に出席できない場合は、WG の構成員から座長の指

名する者がその職務を代理する。 

５．審議内容等の公表 

 原則として公開とする。ただし、座長が会議を公開しないことが適当

であるとしたときは、この限りではない。 

以上 
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（参考） 

評価専門調査会  

大規模研究開発評価ワーキンググループ 

名簿 
 

（敬称略）  

 

 

〇上山 隆大  総合科学技術・イノベーション会議 議員  

 梶原 ゆみ子 総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 篠原 弘道  総合科学技術・イノベーション会議 議員 

 長谷山 美紀 北海道大学 副学長  

 林 隆之   政策研究大学院大学  教授  

 

〇会長 
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総合科学技術・イノベーション会議が実施する 

国家的に重要な研究開発の評価について 
 
 

平成１７年１０月１８日 
総合科学技術会議 

一部改正 平成２６年５月２３日 
総合科学技術・イノベーション会議 
一部改正 平成２９年７月２６日 

総合科学技術・イノベーション会議 
 
 
１．評価目的 

内閣府設置法第２６条第１項第３号に基づき、国の科学技術政策を総合的かつ計画的

に推進する観点から、総合科学技術・イノベーション会議において大規模な研究開発その

他の国家的に重要な研究開発の評価を行い、その結果を公開するとともに、評価結果を推

進体制の改善や予算配分に反映させる。 
 
２．評価対象 

（１）大規模研究開発 

  ① 新規の研究開発（事前評価） 
    新たに実施が予定される国費総額が約３００億円以上の研究開発のうち、科学技

術政策上の重要性等に鑑み、評価専門調査会において評価すべきと認めたもの 
② 継続中の研究開発（中間評価） 

①の評価を実施した研究開発（ただし、評価専門調査会が評価は必要ないと認めた

場合を除く） 
③ 終了した研究開発（事後評価及び追跡評価） 

    ①の評価を実施した研究開発のうち、研究開発が当該年度の前年度に終了したも

の及び評価専門調査会が追跡評価の必要を認めたもの 
（２）評価専門調査会が指定する研究開発 

評価専門調査会が以下の視点等から評価の必要を認め指定する研究開発。 
・ 科学技術や社会経済上の大幅な情勢変化が見られるもの 
・ 計画の著しい遅延や予定外の展開が見られるもの 
・ 社会的関心が高いもの（倫理、安全性、期待、画期性等） 
・ 国家的・府省横断的な推進・調整の必要が認められるもの 
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３．評価方法 

評価専門調査会が、必要に応じて外部の専門家・有識者を活用し、府省における評価 
結果も参考として調査・検討を行い、その結果を受けて総合科学技術・イノベーション

会議が評価を行う。 
 
                                     以上 
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総合科学技術・イノベーション会議が実施する中間評価の調査検討等の進め方について 
 

 
平成２７年８月２５日 
評価専門調査会決定 

一部改正令和元年７月２９日 
評価専門調査会決定 

一部改正令和３年１２月２０日 
評価専門調査会決定 

 
総合科学技術・イノベーション会議は、内閣府設置法の規定に基づき、国家的に重要な研究開発に

ついて評価を行うこととされており、その実施に関しては、「総合科学技術・イノベーション会議が実施する
国家的に重要な研究開発の評価について」（平成 17 年 10 月 18 日総合科学技術・イノベーション
会議決定、平成 29 年 7 月 26 日一部改正）(以下、「評価に関する本会議決定」という。）を定め
ている。 
この「評価に関する本会議決定」において、事前評価を実施した研究開発について、中間評価を実

施することとしている（ただし、評価専門調査会が評価は必要ないと認めた場合を除く）。 
これを効果的かつ効率的に実施するため、評価専門調査会における調査検討等は以下のとおり実

施する。 
なお、本決定は、「評価に関する本会議決定」における「評価専門調査会が指定する研究開発」に

準用する。 
 
１．中間評価の目的 
中間評価は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28年 12月 21日 内閣総理大

臣決定）を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議が実施した事前評価の結果等を踏まえつつ、情
勢の変化や目標の達成状況等を把握し、目標達成に向けた推進体制及び方法の妥当性、研究開発
の加速や、中断・中止を含めた見直しの要否等を確認することで、評価結果を推進体制の改善や予算
配分等に活用することを目的とする。 
 
２. 実施体制 
（１）評価の手順 
中間評価は、評価専門調査会において調査検討及び評価結果案のとりまとめを行い、それを総合科

学技術・イノベーション会議において審議を行い、評価結果を決定する。 
なお、調査検討に当たっては、実施府省の見解等を聴取することができる。 

（２）外部の専門家・有識者等の選定 
調査検討に当たっては、評価専門調査会会長が調査検討に必要と認めて選考した外部の専門家・
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有識者等を臨時委員として招へいすることができる。この場合、外部の専門家・有識者等の選考に関し
て、評価専門調査会に属する総合科学技術・イノベーション会議の議員及び専門委員は会長に意見を
提出できることとする。 
 
３．調査検討する事項 
評価の調査検討は、次の基本的な事項について、実施府省の中間評価結果等を活用して行う。特

に、総合科学技術・イノベーション会議が実施した事前評価に関する指摘事項への対応状況や、事前
評価以降における情勢の変化が研究開発に与える影響について確認する。具体的な調査検討事項は、
対象とする研究開発の内容等を踏まえて、それぞれの研究開発ごとに決定する。 
なお、以下の（２）から（６）において調査検討する事項が（１）に含まれる場合は、その部分の

調査検討を除く。 
（１）実施府省等における評価の状況 
（２）実施府省等の行っている評価方法 
（３）評価項目の設定方法及びその設定根拠 
（４）評価項目を踏まえた評価の実施状況 
  ・科学技術・イノベーション基本計画及び統合イノベーション戦略との関係 
  ・国の研究開発評価に関する大綱的指針のとの関係 
  ・その他評価項目設定において参考にした内容等 
（５）総合科学技術・イノベーション会議が実施した事前評価時の指摘事項への対応状況や情勢変

化への対応状況 
（６）評価結果を踏まえた研究開発の成果の活用 
  ・研究開発の成果を社会実装等、実現的なものとするための有効活用方策 
  ・研究開発推進上の課題についての改善方策等 
  ・関係府省との連携についての改善方策等 
 
４．評価の実施 
（１）当該研究開発の見直し要否の判定 
３の調査検討結果をもとに、評価対象研究開発の特性等を踏まえて総合的な評価を行い、当該研

究開発の加速や、中断・中止を含めた見直しの要否を判定する。 
（２）今後の課題等の検討 
（１）の結論についての要因分析等を実施し、成果の活用や研究開発の推進体制の整備等に当

たっての課題等を検討する。 
 
５．評価結果の活用 
（１）評価結果は、総合科学技術・イノベーション会議議長から実施府省の大臣あてに通知し、 
①研究開発の特性等に応じてその成果を関連施策に有効に活用すること 
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②評価を通じて明らかになった実施府省における研究開発推進上の課題等についての改善方策を
同府省が関係府省と連携して実施すること 
③今後の研究開発における予算配分に反映させること 
等を促進する。 

（２）評価結果は総合科学技術・イノベーション会議のホームページ等で公開するとともに、報告書を
関係府省に配布する。 
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総合科学技術・イノベーション会議が実施する事後評価の調査検討等の進め方について 
 

 
平成２１年１月１９日 
評価専門調査会決定 

一部改正平成２６年７月４日 
評価専門調査会決定 

一部改正令和元年７月２９日 
評価専門調査会決定 

一部改正令和３年１２月２０日 
評価専門調査会決定 

 
総合科学技術・イノベーション会議は、内閣府設置法の規定に基づき、国家的に重要な研究開発に

ついて評価を行うこととされており、その実施に関しては、「総合科学技術・イノベーション会議が実施する
国家的に重要な研究開発の評価について」（平成 17 年 10 月 18 日総合科学技術・イノベーション
会議決定、平成 29 年 7 月 26 日一部改正）(以下、「評価に関する本会議決定」という。）を定め
ている。 
この「評価に関する本会議決定」において、事前評価を実施した研究開発が終了した翌年度に事後

評価を実施することとされている。 
これを効果的かつ効率的に実施するため、評価専門調査会における調査検討等は以下のとおり実

施する。 
なお、本決定は、「評価に関する本会議決定」における「評価専門調査会が指定する研究開発」に

準用する。 
 
１．事後評価の目的 
事後評価は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28年 12月 21日 内閣総理大

臣決定）を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議が実施した事前評価の結果や中間評価の結果
等を踏まえた実施状況等を検証し、その結果を公表することにより総合科学技術・イノベーション会議と
しての説明責任を果たすとともに、担当府省等による当該研究開発成果の施策への活用や、次の段階
の研究開発への展開等を促進することを目的として実施する。 
 
２．実施時期 
事後評価は、対象とする研究開発が終了した翌年度に実施する。 
なお、研究開発成果の創出や社会・経済等の動向等を踏まえ、当該研究開発に対して終了前に評

価することが必要と認められる場合には、「評価に関する本会議決定」に基づく中間評価や指定評価の
仕組みを活用して評価を実施する。 

（参考） 
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